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１．はじめに 

 

地方分権社会の進展に伴い、個性的な価値観の形成

や福祉社会の推進といった地域フレームの変化が見られ、

まちづくりの体制においても同様に、自治体の責任が増

大し、自己決定・自己責任のもとでの行政システムを構

築しなければならない。これらと関連し、昨今の地方自

治体の財政悪化に伴い、多くの必要な事業が行いにくい

状況であると言える。一方で、住民参加型まちづくりに

対する地域の関心は高まっていることから、住民と行政

が連携した新たな視点からの地域計画が必要である。 

また、近年わが国は急速な高齢社会を迎え、「自助

力の低下」「共助力の崩壊」「公助の見直し」等の環境

の変化が生まれていることから、「高度化」「多様化」

していく高齢者ニーズに対応した効率的な高齢者福祉基

盤整備が求められている。 

そこで、本研究では、従来の行政による根幹的な高

齢者福祉サービスと地域住民による地域福祉を連携させ

た、複合的な階層構造型のサービス基盤計画を構想し、

地方都市における階層構造型高齢者福祉サービスシステ

ムの開発を行った。第1の階層であるコア階層では、効

率運用を目指したサービス量の算定モデルの構築とその

実証的分析を行い、第2の階層であるブランチ階層では、

地元住民・企業が出資・経営する形で事業を実現すると

いう概念の下での地域福祉施設整備に関する実証的検討

を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．住民と行政の連携による高齢者福祉サービスシス

テム整備構想に関する検討 

 

（１）階層構造型のサービスシステムに関する検討 

 今後高齢者の更なる増加に伴い、高齢者福祉・介護サ

ービスに対するニーズも多様化・高度化してくることが

想定され、それらに対応できる効果的な施策が重要とな

ってくる。そこで、限られた財源および施設、また人的

資源を有効に活用していくために、階層構造型の高齢者

福祉施設サービスシステムを構想した。ここでは、これ

まで行政によって提供されてきた従来の根幹的な福祉サ

ービスである介護福祉、医療、また介護保険という機能

を導入する施設をコア階層として、また健康づくりや趣

味・生きがいの創出といった、近年行政が打ち出してい

る地域・日常生活に根ざした分野を提供する施設をブラ

ンチ階層として位置づけることとする。このシステムに

よって充足する医療・福祉機能と階層構造との関係を図

１に示した。 
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図１ 階層レベル別機能・サービス分類イメージ図 

 

（２）高齢者福祉基盤整備の組織体制に関する検討 

システム全体の事業運営においては、限られた財源

および施設、また人的財源を有効に活用していくことが

重要である。そこで、図２に示すように、健康づくりや

生きがいの創出といった日常生活に密接した施策を、行

政により提供されるサービスとしてではなく、「地域で

支える、地域住民・福祉サービス利用者自らの手で実現

する」ことを想定する。すなわち、これまで行政によっ
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て提供されてきた既存の高齢者福祉システムの領域を少

し拡大し、その役割分担の再編成・移行を行うという考

え方である。そうすることで、民間自らが利用を通じて

分担することになり、本来の公共財源に余裕が生まれる

と考える。したがって、医療・介護技術の向上や、利用

者の負担軽減等、行政からの医療・介護サービスに厚み

が増し、かつ住民が受けることが可能なサービスが充実

すると考える。 
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図２ 組織体制の概念図 

 

３．コア階層における効率的な高齢者福祉サービス体

系構築を目指したシステム論的検討 

 

コア階層では、ショートステイ・デイサービス等の

介護サービス、医療・福祉機能といった、これまで行政

によって提供されてきたサービス・機能を提供する。そ

こで、介護サービスの高度化・量の充足・質の高度化を

目標に、効率的で確実にサービス提供が可能となるシス

テムの整備計画を検討していく必要がある。したがって、

コア階層に導入するショートステイサービス機能、デイ

サービス機能、ホームヘルプサービス機能、訪問看護機

能、医療サービス機能の規模からシステムの効率性を決

定するモデルの構築を目指し、各導入機能の費用コスト

の最小化問題として高齢者福祉サービス量算定モデルの

定式化を行った。紙面の都合上、以下にその1部を示し

た。なお、各機能別サービス量算定モデルに関しては発

表時に詳細を示すこととする。 
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４．滋賀県草津市における高齢者福祉サービス量算定に

関する実証的検討 

 

効果的な供給システムを導入した、高齢者福祉サービ

ス量算定モデルを用い、滋賀県草津市を対象に実証的検

討を行った結果を以下に示した。モデルへの入力情報と

して、「介護保険制度」導入下での各市町の整備目標年

次である平成19年度における高齢者の在宅サービス及び

入所サービスの算定数を用いた。総整備費用として、約

38億円という出力データを得た。これは草津市における

介護保険特別会計に伴う総整備費用に近似するものであ

り、本モデルに有為性があるものと考える。 

表１ モデル適用結果（サービス量） 
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５．ブランチ階層における地域福祉施設整備に関する

検討 

 

（１）地域福祉施設に導入する施設内容の検討 

先述の機能を提供するブランチ階層として、本研究



では、福祉機能を有した地域交流拠点施設としての「地

域福祉施設」を構想した。そこでは、地域の人々がゆっ

くり楽しめる趣味・交流の場として、生涯学習教室等の

活動が出来る施設を設置する。また、退職された方も含

め、健康老人の方が元気に若い頃と同じように、楽しみ

ながら日常生活を送れるようにするため、リハビリテー

ション施設やスポーツ施設等の福祉機能をも導入し、身

体機能の低下を防止すること、すなわち健康維持のでき

る「場」を準備することとする。同時に、この「場」を

使って、地域の人々が充実した余暇を過ごしたり、元気

に生き生きとした毎日を過ごしたりするための場所や機

会づくりも目指す。さらに、市民団体の事務所等、地域

活動の拠点としての機能や地域の活動・イベント等の情

報を得ることができる地域情報拠点としての機能を兼ね

備えることとする。 

 

（２）地域参加型での事業実施に関する検討 

ブランチ施設の運営・経営主体は、法人登記を行う

民間企業として、地域の人々による地域企業とする。 

 具体的経営方法であるが、まず、施設整備費用を確保

するため、「地域からの出資」を想定する。これは、昨

今の財源不足によって都市整備の好機を逸する等の問題

が挙げられる中で、地方分権の流れを汲んだ考え方に基

づくアイデアである「地域出資」でもって現状を打開し

ていくことをひとつの有効施策と考えるからである。行

政側から言うならば、政策の立案・実施・評価の全過程

において、従前とは質を異にする住民参加を積極的に受

け入れようということである。 

さらに、「地域で支える高齢者福祉」という開発コ

ンセプトに基づくシステム・施設であるため、自治会費

等からの支援・補助も考える。もちろん資金面での参

加・協力だけではなく、労力提供等による人的参加・協

力も地域経営を支える大事な要素である。具体的には、

生涯学習での講師や、事務・清掃スタッフとしての労力

提供などが考えられる。またこの場合、地域のため低報

酬での労力提供を想定し、経営負担の軽減につなげるこ

ととする。 

このような地域運営・経営の概念図を図３に示した。 

またここで、地域によって運営を賄う地域福祉施設を

地域の財産として建物登記し保全していくことが必要で

あると考える。このような観点から考えると、情報公開

型で地域の理解を得ながら確実に地域財産を保全するた

めのアイデアとして、地域企業を「中間法人」として法

人化し、建物登記することが有効であると考える。 

また、本研究では地域経営・運営主体として地域企業

と想定するが、中間法人とすれば「資金回収方法が制度

化されている」ことから、建物の用途変更に伴う建物改

修費を賄うために募る地域からの出資、およびその出資

金の返済において優位に働くと考える。また、中間法人

は「特定の地域の人々のための利益を図ること」を目的

としている。本研究で構想する地域福祉施設では、他地

域からの利用者も想定しているが、「地域福祉」という

観点からすれば、中間法人が持つ特性と合致しており、

またそれを活かすことができると考える。今後、地域福

祉施設の経営・運営主体として、中間法人を用いること

を想定してさらに検討を加えていくこととする。 
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図３ 地域運営・経営概念図 

 

（３）地域福祉施設の整備対象地に関する検討 

本研究では、滋賀県草津市における遊休・低利用の

自治会館施設に着目し、地域福祉施設導入に関する事業

実現性の検討を行った。地方自治体の財源が逼迫した現

在では、投資による負担の少ない形で施設整備すること

が求められるため、このような稼働率の低い地域施設を

転用し、福祉へのニーズに対応する為の福祉施策として、

有効活用することは有意義であると考える。また、地域

保有の財産である遊休地域施設や低利用空間を、情報公

開型で地域に受け入れられ、且つ地域発展に貢献するよ

うな利用形態に転換することで、住民の納得と協力が得

られ、合意形成を担保できると考えられる。 

本研究の対象地である南笠公民館は地域の自治会館

として多大な建設費をかけて建設され、現在ランニング

コストとして約600万円/年を必要とする。しかしながら、

施設利用者は少なく、南笠町の財産区財産で賄われるラ

ンニングコスト等が地域の負担となっているため、地域

の運営負担を軽減できる意味でも地域福祉施設への活用

方策は有効な地域事業であると考える。また、既存建築

物を活用することによって、本来施設整備に必要とされ

る建設費を削減でき、改修費は必要とするものの地域負

担を大きく軽減することができると考える。 

 

６．ブランチ階層における地域福祉施設整備の事業実

現性に関する実証的検討 



（１）地域福祉施設整備計画モデルの定式化 

遊休・低利用地域施設の活用法の１つとして地域福

祉施設を導入する場合、利用者の施設に対する満足度が

高くなることが必要となってくる。その場合、導入する

各施設内容、規模が重要な判断材料であると考えられる。

そこで地域福祉施設の総合評価は各施設の規模、施設内

容を考慮した時の総合的な満足度とすることとした。さ

らに、その総合的な満足度を各施設に対する評価で構築

し、それらの評価を定量的に捉えることとする。よって

各施設内容、規模に対する評価を定量的に表現するため、

以下に示すような非線形の効用関数を定式化した。 

定式化２ 地域福祉施設整備事業計画モデル 
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（２）地域福祉施設整備計画のモデル分析結果 

本研究では、滋賀県草津市南部地域における地域福

祉施設整備として、総事業コストを抑制し事業成立可能

範囲内で、施設利用者の満足度が最大となる施設整備計

画を立案することを目指した。各施設の満足度と地域福

祉施設の総合満足度は表２に示す通りである。 

表２ モデル適用結果（満足度） 

各施設の満足度 各施設の整備面積 （㎡）
運動場 6.052125855 2950
花壇 6.248723528 200

リハビリテーション施設 4.472013375 400
心理面サポート施設 5.067790538 40
地域情報拠点施設 4.086965004 35

和室 5.125131222 51.82343692
洋室 5.524178039 53.58155711

多目的ホール 5.225292878 160
調理室 4.347419809 50.99500598

ラウンジスペース 5.692954035 120
地域の集会所 4.351715301 45

地域福祉施設の総合満足度
5.76721458  

 

各施設の効用を見てみると花壇が最も高く、次いで

運動場、ラウンジスペースという結果を得た。このこと

から、高齢者を始めとした地域住民が、リハビリテーシ

ョン等の福祉機能だけでなく、趣味・交流拠点としての

機能を地域福祉施設に導入することを強く求めているこ

とが理解できる。 

次に、以下に出資金償還トラジェクトリ図を示す。

出資金は、事業16期目で返済し終えるという結果を得た。

また今回整備構想を行った地域福祉施設は、地域自らで

地域の高齢者福祉を支える施設であるため、施設利用に

際して利用者の、特に経済的負担を軽減することが望ま

しい。そこで出資金返済終了後である事業17期目以降に

は、施設利用料金の改定といった施策の検討を行う必要

があると考える。 
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図４ 出資金償還トラジェクトリ 

 

７．おわりに 

 

本研究では、構想計画段階において、住民と行政の

連携による複合的な高齢者福祉サービスシステムの検討

が重要であるという考えに基づき、階層構造型の高齢者

福祉サービスシステム設計の検討を行ってきた。 

 また、サービスシステムの目標として、「住民参加」

という地方都市における地方分権化の流れを踏まえ、高

齢者福祉サービスシステム設計の方向性として、効率運

用に関して注目しシステム設計の検討を行った。 

今後の方向性として、コア階層においては数理計画

モデルの改善とモデル分析を、またブランチ階層におい

ては、福祉施設に周辺整備まで対象範囲を広げ、地域出

資・経営のファイナンシングシミュレーションを行って

いくことが重要であると考える。また、広域連携による

複数市町村が一元化された供給主体と想定した高齢者福

祉サービスシステムの検討も重要であると考える。 
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